
議案第７６号 

 

大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正について 

 

大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を別紙の

ように定めるものとする。 

 

  令和５年１２月２０日提出 

 

 大口町長   鈴 木 雅 博   

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、出産した被保険者等に係る産前産後期間の国民健康保険

税の減額に関する規定内容の文言整理を行うことに伴い、この条例の一部を改正す

るため必要があるからである。 
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大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例 

 

 大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（令和５年大口町条例第２１号）

の一部を次のように改正する。 

 第２６条に１項を加える改正規定を次のように改める。 

 第２６条に次の１項を加える。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６条の８９第４項に

規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合における

当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額（第１項に規定す

る金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）

は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険

者につき第３条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産

被保険者の出産の予定日（地方税法施行規則第２４条の３０の５に定める場合

には、出産の日。以下同じ。）の属する月（以下「出産予定月」という。）の

前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以

下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出

産被保険者につき第５条の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規

定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等

割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額 

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額  

当該出産被保険者につき第７条の規定により算定した所得割額の１２分の１の

額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて

得た額 
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(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額 当該出産被保険者につき第９条の規定により算定した被保険者均等割

額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後

の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間

のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産

被保険者につき第１１条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額  

当該出産被保険者につき第１３条の規定により算定した被保険者均等割額（第

１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 第２６条に次の１項を加える。  第２６条に次の１項を加える。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方

税法施行令第５６条の８９第４項に規定する

出産被保険者（以下「出産被保険者」という

。）が属する場合における当該納税義務者に

対して課する所得割額及び被保険者均等割額

（第１項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の被保険者均

等割額）は、当該所得割額及び被保険者均等

割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額を減額して得た額

とする。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方

税法施行令第５６条の８９第４項に規定する

出産被保険者（以下「出産被保険者」という

。）が属する場合における当該納税義務者に

対して課する所得割額及び被保険者均等割額

（第１項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の被保険者均

等割額）は、当該所得割額及び被保険者均等

割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が、第２条第２項ただ

し書、同条第３項ただし書及び同条第４項た

だし書に定める額を超える場合には、当該額

）とする。 

 (1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎

課税額の所得割額 当該出産被保険者につ

き第３条の規定により算定した所得割額の

１２分の１の額に、当該出産被保険者の出

産の予定日（地方税法施行規則第２４条の

３０の５に定める場合には、出産の日。以

下同じ。）の属する月（以下「出産予定月

」という。）の前月（多胎妊娠の場合には

、３月前）から出産予定月の翌々月までの

期間（以下「産前産後期間」という。）の

うち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 (1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎

課税額の所得割額 当該出産被保険者につ

き第３条の規定により算定した所得割額の

１２分の１の額に、当該出産被保険者の出

産の予定日（地方税法施行規則第２４条の

３０の５に定める場合には、出産の日）の

属する月（以下「出産予定月」という。）

の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）か

ら出産予定月の翌々月までの期間（以下「

産前産後期間」という。）のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額 

 (2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 当該出産被保

険者につき第５条の規定により算定した被

保険者均等割額（第１項に規定する金額を

減額するものとした場合にあっては、その

減額後の被保険者均等割額）の１２分の１

の額に、当該出産被保険者の産前産後期間

のうち当該年度に属する月数を乗じて得た

額 

 (2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 当該出産被保

険者につき第５条の規定により算定した被

保険者均等割額の１２分の１の額に、当該

出産被保険者の産前産後期間のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額として、次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ出産

被保険者１人について次に定める額 

   ア 第１項第１号アに規定する金額を減額
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新 旧 

した世帯 

    (ｱ) 単胎妊娠の場合 ２，７６０円 

    (ｲ) 多胎妊娠の場合 ４，１４０円 

   イ 第１項第２号アに規定する金額を減額

した世帯 

    (ｱ) 単胎妊娠の場合 ４，６００円 

    (ｲ) 多胎妊娠の場合 ６，９００円 

   ウ 第１項第３号アに規定する金額を減額

した世帯 

    (ｱ) 単胎妊娠の場合 ７，３６０円 

    (ｲ) 多胎妊娠の場合 １１，０４０円 

   エ アからウに掲げる世帯以外の世帯 

    (ｱ) 単胎妊娠の場合 ９，２００円 

    (ｲ) 多胎妊娠の場合 １３，８００円 

 (3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出

産被保険者につき第７条の規定により算定

した所得割額の１２分の１の額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額 

 (3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出

産被保険者につき第７条の規定により算定

した所得割額の１２分の１の額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額 

 (4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

当該出産被保険者につき第９条の規定に

より算定した被保険者均等割額（第１項に

規定する金額を減額するものとした場合に

あっては、その減額後の被保険者均等割額

）の１２分の１の額に、当該出産被保険者

の産前産後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

 (4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

当該出産被保険者につき第９条の規定に

より算定した被保険者均等割額の１２分の

１の額に、当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額として、次に掲げる世帯の区分に応じ

、それぞれ出産被保険者１人について次に

定める額 

   ア 第１項第１号ウに規定する金額を減額

した世帯 

    (ｱ) 単胎妊娠の場合 ９３０円 

    (ｲ) 多胎妊娠の場合 １，３９５円 

   イ 第１項第２号ウに規定する金額を減額

した世帯 
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新 旧 

    (ｱ) 単胎妊娠の場合 １，５５０円 

    (ｲ) 多胎妊娠の場合 ２，３２５円 

   ウ 第１項第３号ウに規定する金額を減額

した世帯 

    (ｱ) 単胎妊娠の場合 ２，４８０円 

    (ｲ) 多胎妊娠の場合 ３，７２０円 

   エ アからウに掲げる世帯以外の世帯 

    (ｱ) 単胎妊娠の場合 ３，１００円 

    (ｲ) 多胎妊娠の場合 ４，６５０円 

 (5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護

納付金課税額の所得割額 当該出産被保険

者につき第１１条の規定により算定した所

得割額の１２分の１の額に、当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属す

る月数を乗じて得た額 

 (5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護

納付金課税額の所得割額 当該出産被保険

者につき第１１条の規定により算定した所

得割額の１２分の１の額に、当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属す

る月数を乗じて得た額 

 (6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護

納付金課税額の被保険者均等割額 当該出

産被保険者につき第１３条の規定により算

定した被保険者均等割額（第１項に規定す

る金額を減額するものとした場合にあって

は、その減額後の被保険者均等割額）の１

２分の１の額に、当該出産被保険者の産前

産後期間のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 

 (6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護

納付金課税額の被保険者均等割額 当該出

産被保険者につき第１３条の規定により算

定した被保険者均等割額の１２分の１の額

に、当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得た額と

して、次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれ出産被保険者１人について次に定める

額 

   ア 第１項第１号オに規定する金額を減額

した世帯 

    (ｱ) 単胎妊娠の場合 １，１１０円 

    (ｲ) 多胎妊娠の場合 １，６６５円 

   イ 第１項第２号オに規定する金額を減額

した世帯 

    (ｱ) 単胎妊娠の場合 １，８５０円 

    (ｲ) 多胎妊娠の場合 ２，７７５円 

   ウ 第１項第３号オに規定する金額を減額

した世帯 

    (ｱ) 単胎妊娠の場合 ２，９６０円 
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新 旧 

    (ｲ) 多胎妊娠の場合 ４，４４０円 

   エ アからウに掲げる世帯以外の世帯 

    (ｱ) 単胎妊娠の場合 ３，７００円 

    (ｲ) 多胎妊娠の場合 ５，５５０円 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の趣旨 

 (1) 税制改正と条例改正 

国民健康保険税は、保険者である市町村が、条例により、その算定方法等を

規定していますが、国の税制改正により地方税法が改正されたときは、その都

度、愛知県を通じて総務省から提示される「条例（例）」を参考に、条例改正

を行っています。 

 

 (2) 一部改正条例の一部改正 

令和５年９月議会定例会で議決された、大口町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例（令和５年大口町条例第２１号。以下「一部改正条例」という。）

は、令和５年９月２８日に公布されましたが、施行期日は令和６年１月１日の

ため、現時点では未施行です。 

一部改正条例は、出産した被保険者等に係る産前産後期間の国民健康保険税

の減額に関する規定を追加したもので、その規定内容は、当時、総務省から提

示された「条例（例）」に準拠していました。 

しかし、今般、総務省から「条例（例）」の修正版が提示されたため、一部

改正条例の一部改正が必要となったものです。なお、今回の一部改正条例の一

部改正は、規定した内容の文言整理を行うもので、産前産後期間の国民健康保

険税を減額するための算定方法及び減額する額に変更はありません。 

 

２ 改正の内容 

 (1) 所得割額 

  所得割額に係る規定内容の改正はありません。 

 区 分 減 額 条 項 

基礎課税額

分所得割額 
単胎妊娠 

課税対象所得額×税率５．７６％ 

×１／１２×４月 
第２６条第３項第１号 
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多胎妊娠 
課税対象所得額×税率５．７６％ 

×１／１２×６月 

後期高齢者

支援金等分

所得割額 

単胎妊娠 
課税対象所得額×税率２．３５％ 

×１／１２×４月 
第２６条第３項第３号 

多胎妊娠 
課税対象所得額×税率２．３５％ 

×１／１２×６月 

介護納付金

分所得割額 

単胎妊娠 
課税対象所得額×税率１．７８％ 

×１／１２×４月 
第２６条第３項第５号 

多胎妊娠 
課税対象所得額×税率１．７８％ 

×１／１２×６月 

＊課税対象所得額…前年の総所得金額等から基礎控除４３万円を差し引いた額 

 

(2) 均等割額 

  均等割額に係る規定内容について、改正前は減額する額を定めていましたが、

所得割額と同様の規定方法に改めます。 

 区 分 減 額 条 項 

基礎課税額

分均等割額 

単胎妊娠 

・均等割額×１／１２×４月 

・７割・５割・２割軽減後の均等

割額×１／１２×４月 
第２６条第３項第２号 

多胎妊娠 

・均等割額×１／１２×６月 

・７割・５割・２割軽減後の均等

割額×１／１２×６月 

後期高齢者

支援金等分

均等割額 

単胎妊娠 

・均等割額×１／１２×４月 

・７割・５割・２割軽減後の均等

割額×１／１２×４月 
第２６条第３項第４号 

多胎妊娠 

・均等割額×１／１２×６月 

・７割・５割・２割軽減後の均等

割額×１／１２×６月 

介護納付金

分均等割額 

単胎妊娠 

・均等割額×１／１２×４月 

・７割・５割・２割軽減後の均等

割額×１／１２×４月 
第２６条第３項第６号 

多胎妊娠 

・均等割額×１／１２×６月 

・７割・５割・２割軽減後の均等

割額×１／１２×６月 

   

＊改正前 

① ７割軽減世帯 

 区 分 減 額 条 項 

基礎課税額分均等割額 
単胎妊娠 ２，７６０円 

第２６条第３項第２号ア 
多胎妊娠 ４，１４０円 
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後期高齢者支援金等分

均等割額 

単胎妊娠 ９３０円 
第２６条第３項第４号ア 

多胎妊娠 １，３９５円 

介護納付金分均等割額 
単胎妊娠 １，１１０円 

第２６条第３項第６号ア 
多胎妊娠 １，６６５円 

② ５割軽減世帯 

 区 分 減 額 条 項 

基礎課税額分均等割額 
単胎妊娠 ４，６００円 

第２６条第３項第２号イ 
多胎妊娠 ６，９００円 

後期高齢者支援金等分

均等割額 

単胎妊娠 １，５５０円 
第２６条第３項第４号イ 

多胎妊娠 ２，３２５円 

介護納付金分均等割額 
単胎妊娠 １，８５０円 

第２６条第３項第６号イ 
多胎妊娠 ２，７７５円 

③ ２割軽減世帯 

 区 分 減 額 条 項 

基礎課税額分均等割額 
単胎妊娠 ７，３６０円 

第２６条第３項第２号ウ 
多胎妊娠 １１，０４０円 

後期高齢者支援金等分

均等割額 

単胎妊娠 ２，４８０円 
第２６条第３項第４号ウ 

多胎妊娠 ３，７２０円 

介護納付金分均等割額 
単胎妊娠 ２，９６０円 

第２６条第３項第６号ウ 
多胎妊娠 ４，４４０円 

     ④ ①から③までの世帯以外の世帯 

 区 分 減 額 条 項 

基礎課税額分均等割額 
単胎妊娠 ９，２００円 

第２６条第３項第２号エ 
多胎妊娠 １３，８００円 

後期高齢者支援金等分

均等割額 

単胎妊娠 ３，１００円 
第２６条第３項第４号エ 

多胎妊娠 ４，６５０円 

介護納付金分均等割額 
単胎妊娠 ３，７００円 

第２６条第３項第６号エ 
多胎妊娠 ５，５５０円 

 

３ 施行期日 

この条例は、公布の日から施行します。 
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